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《市立幼稚園》

《私立幼稚園》

《その他の幼稚園》

７　幼稚園・保育所等を利用する
①　幼稚園

名　称 入園年齢 所　在　地 電　話

名　称 入園年齢 所　在　地 電　話

名　　　称 入園年齢 所　在　地 電　話

南立誠幼稚園

敬和幼稚園

藤水幼稚園

高茶屋幼稚園

巽ヶ丘幼稚園

密柑山幼稚園

桃園幼稚園

戸木幼稚園

栗葉幼稚園

聖ヤコブ幼稚園

高田幼稚園

大川幼稚園

４歳児～

４歳児～

４歳児～

４歳児～

３歳児～

４歳児～

３歳児～

３歳児～

４歳児～

満３歳児～

満３歳児～

満３歳児～

桜橋二丁目 39

中河原 445

藤方 1627

高茶屋三丁目 1-1

久居東鷹跡町177-5

久居北口町 554-2

新家町 873-1

戸木町 2337

森町 284-1

丸之内 34-16

一身田町 746

大谷町 240

228-8509

227-0504

227-0552

234-2616

255-2654

255-3256

256-6513

255-5366

252-1167

名　称 入園年齢 所　在　地 電　話

榊原幼稚園

のむら幼稚園

黒田幼稚園

千里ヶ丘幼稚園

みさと幼稚園

村主幼稚園

安濃幼稚園

明合幼稚園

川合幼稚園

３歳児～

４歳児～

３歳児～

４歳児～

３歳児～

３歳児～

３歳児～

３歳児～

３歳児～

榊原町 5156

久居野村町 542-3

河芸町北黒田109-1

河芸町千里ヶ丘 13

美里町家所 2054

安濃町連部 91-5

安濃町内多 476

安濃町大塚 253-2

一志町八太1164-1

252-0883

255-7130

245-4093

245-4121

279-2331

268-2363

268-2362

268-2360

293-6502

228-3637

232-2251

261-2021

三重大学教育学部附属幼稚園 ３歳児～ 観音寺町 523 227-1711

名　称 入園年齢 所　在　地 電　話

津西幼稚園

ふたば幼稚園

のべの幼稚園

満３歳児～

満３歳児～

満３歳児～

河辺町 2273-8

白塚町 3647-1

久居二ノ町 1855

225-4638

232-3228

255-4316

　幼稚園は＜子どもがはじめて出会う＞学校です。小学校以降の生活や学習の基盤を培う教育機関であり、
遊びをとおしてたくさんのことを学び、身につけていくことを大切にしています。
　主として、健康な心と体、自立心、人とかかわる力、思考力の基礎、言葉の獲得、表現力などが育つこと
を目的として、日々の保育が行われています。
問合せ：市立幼稚園については 各幼稚園、または学校教育課　☎229-3391
　　　　私立幼稚園、その他の幼稚園については 各幼稚園にお問い合わせください。



※一時預かりについて　〇…一時預かり保育専任の職員を配置　△…保育所の利用可能人数に余裕があれば預かり可能
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《市立保育所》

②　保育所・地域型保育事業・認定こども園

名　　称 住　　所 電　　話 開 所 時 間
その他のサービス

　保育所とは、保護者が働いていたり、病気などのために児童を家庭で保育できないとき、保護者に代わっ
て保育を行う施設等をいいます。
　地域型保育事業は、保育所と同様に０～２歳の保育を必要とする児童を少人数の単位で預かる事業です。
３歳児以上となり引き続き保育を必要とする場合は、連携施設等を利用して継続して保育を受けることがで
きます。
　認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行っている施設です。
３歳児以上であれば、幼稚園のように利用できるため、保護者の就労状況が変わり保育を必要としなくなっ
た場合でも、通いなれた施設を継続して利用することができます。

対 象 者：生後 57日目から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児で、保護者が、就業・疾病などの理由
　　　　　で保育が必要と教育・保育給付認定を受けた人。
申 込 み：子育て推進課　またはお近くの総合支所市民福祉課（福祉課 )・各保育所等
問 合 せ：子育て推進課　保育担当　☎ 229-3167
　　　　※認定こども園の教育利用は、３歳以上の児童が対象となり、申込みは各認定こども園で行います。

その他のサービスについて
延長保育：勤務時間の都合などによって通常の保育時間（各保育所等により異なります）では送迎が間に合
　　　　　わない児童の保護者が利用できます。（有料）
一時預かり：家庭において一時的に保育を受けることが困難となった児童を一時的に預かり、保育を行います。
子育て支援センター：主に０～２歳の未就園児とその親が自由に遊ぶことができる場を、保育所等に併設し
　　　　　　　　　　ています。また、常駐の保育士によるイベントや子育て相談も行っています。

栗 真 保 育 園
立 誠 保 育 園
観 音 寺 保 育 園
相 愛 保 育 園
高 洲 保 育 園
中 央 保 育 園
乙 部 保 育 園
橋 南 保 育 園
雲 出 保 育 園
高 茶 屋 保 育 園
北 口 保 育 園
野 村 保 育 園
ひ と み ね 保 育 園
こ べ き 保 育 園
北 部 保 育 園
千 里 ヶ 丘 保 育 園
安 濃 保 育 園
川 合 保 育 園
八 知 保 育 園

栗真小川町 274
島崎町 137-130
観音寺町 604-74
相生町 77
高洲町 12-31
中央 8-8
寿町 12-5
船頭町津興 1691
雲出本郷町 1165
高茶屋三丁目 25-1
久居北口町 554
久居野村町 568-4
久居一色町 934
久居元町 2314-17
久居北口町 859-3
河芸町千里ヶ丘 15-1
安濃町曽根 710-2
一志町八太 1017-1
美杉町八知 5516-1

232-3218
228-6342
227-5910
228-2062
225-3157
226-4120
226-0115
228-6344
234-3940
234-2063
255-4566
256-0303
252-0854
256-3331
256-3679
245-0098
268-2761
293-1633
272-0224

7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00

 

～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00

～ 19:00

△

△
△
△
△
△

△

△

 

☆

☆

支援
センター

一時
預かり延長保育
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《私立保育所》

名　　称 住　　所 電　　話 開 所 時 間
その他のサービス

白 塚 愛 児 園
津 愛 児 園
清 泉 愛 育 園
三 重 保 育 院
三重保育院乳児保育所
片 田 保 育 園
つ 保 育 園
泉 ヶ 丘 保 育 園
大 里 保 育 園
公 園 西 保 育 園
豊 野 保 育 園
ひ か り 保 育 園
志 登 茂 保 育 園
上 浜 保 育 園
は な こ ま 保 育 園
第二はなこま保育園
大川乳幼児保育園
つまちなか保育園
久 居 保 育 園
さ く ら 保 育 園
美里さつき保育園

白塚町 5334
桜橋三丁目 45-1
新町一丁目 8-13
柳山津興 3310
柳山津興 3310-1
片田志袋町 384
藤方 2670
野田 21-817
大里睦合町 609-1
長岡町 9-3
一身田豊野 1979-1
半田 1442-1
一身田平野 361-1
一身田中野 423-1
高茶屋小森町 4159
高茶屋小森上野町 778
大谷町 240
大門 7-15  津センターパレス 4階
久居西鷹跡町 365-11
河芸町影重 1140-1
美里町五百野 1617-1

232-3214
226-0117
228-6380
228-4406
228-4406
237-0585
225-5255
237-1655
232-1522
224-0150
231-1364
226-8085
231-1854
264-7592
235-5665
238-1616
080-9370-5783
253-5454
259-0080
245-1163
279-2000

7:00 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:15 ～ 18:15
7:15 ～ 18:15
7:00 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:30
7:30 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:30 ～ 18:00
7:30 ～ 18:30
7:30 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:30 ～ 18:30
7:00 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00
7:00 ～ 18:00

～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00
～ 19:15
～ 19:15
～ 19:00
～ 19:00

～ 19:00

～ 19:00
～ 19:00

～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00

～ 16:00
～ 19:00
～ 16:00
～ 19:00
～ 16:00
～ 19:00
～ 16:00
～ 19:00
～ 16:00
～ 19:00
～ 16:00
～ 19:00

○

○

△

△
○

△

△

☆

☆

☆

☆

支援
センター

一時
預かり延長保育

《私立地域型保育事業》いずれも定員 19人以下の小規模の施設で保育を行う小規模保育事業です。

名　　称 住　　所 電　　話 開 所 時 間
その他のサービス

ど ん ど 子 保 育 園
え が お 保 育 園

久居寺町 1260-1
久居寺町 1232-8

254-6080
休園中です。

7:30 ～ 18:30

支援
センター

一時
預かり延長保育

《市立認定こども園》

名　　称 住　　所 電　　話 開 所 時 間
その他のサービス

津みどりの森こども園

河 芸 こ ど も 園

芸 濃 こ ど も 園

香良洲浜っ子幼児園

一 志 こ ど も 園

白 山 こ ど も 園

神戸 332-1

河芸町上野 3130

芸濃町椋本 6148

香良洲町 5722

一志町高野 1451

白山町南出 493

226-0204

245-1167

265-2027

292-2511

293-0024

264-0080

△

△

△

△

△

△

☆

☆

（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00

支援
センター

一時
預かり延長保育
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～ 18:00
－

～ 17:00
～ 20:00
～ 18:00
～ 20:00
～ 18:00
－

～ 18:00
～ 19:00
～ 18:00
－

～ 16:30
－

～ 18:00
－

～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00
～ 19:00
－
－

～ 19:00
～ 19:00
～ 18:00
～ 19:00
～ 18:00
～ 19:00
～ 18:00
～ 19:00
～ 18:00
～ 19:00
～ 18:00
～ 19:00

《私立認定こども園》

名　　称 住　　所 電　　話 開 所 時 間
その他のサービス

藤 認 定 こ ど も 園

高 田 保 育 園

認定こども園
こどもの杜ゆたか園

津カトリックこども園

ぼだいじこども園

幼保連携型認定子供園
清 泉 幼 稚 園

津 こ ど も 園

ル ー テ ル 二 葉
認 定 こ ど も 園

藤水認定こども園

風の子認定こども園

NOBENO こども園

風の丘認定こども園

幼保連携型認定こども園
す ぎ の こ 保 育 園

ぼだいじ I ROR I 園

ゆたか認定こども園

認定こども園
杜 の 街 ゆ た か 園
認定こども園
みらいの森ゆたか園

豊が丘二丁目 57-5

一身田町 280

一身田上津部田 1715-1

西丸之内 18-21

南中央 10-18

南丸之内 9-12

南河路 246

南が丘一丁目 17

藤方 1531

雲出島貫町 1735-5

久居井戸山町 860-2

戸木町 4607

久居中町 336-4

久居藤ヶ丘町 2598-4

河芸町中別保 1656
※令和 5年度中に移転予定

河芸町杜の街
一丁目 1-3

河芸町三行 989

271-6970

232-2075

236-6100

227-2512

228-7473

228-5341

228-8897

226-9945

225-1501

238-0355

269-5500

253-7708

255-5100

253-2086

245-1128

244-1166

244-1515

○

○

 

☆

支援
センター

一時
預かり延長保育

（教育）8:30 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 15:30
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 13:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:30
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:30
（保育）7:30 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）9:00 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00
（教育）8:30 ～ 14:00
（保育）7:00 ～ 18:00

幼児教育・保育の無償化
　３歳から５歳までの全ての子どもと、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもが利用する、教育・保育施設
（幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業）の利用者負担額（保育料）等が、無償化の対象となります。
　上記のほか、認可外保育施設等（※）の利用料も対象となる場合があります。利用する施設、サービスによって無償
化となる金額や手続きが異なりますので、詳しくはお尋ねください。
※認可外保育施設等に含まれる施設・事業
　一般的な認可外保育施設、認可外の事業所内保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、
　ファミリー・サポート・センター事業
問合せ：幼稚園について　学校教育課　学校教育担当　☎229-3391
　　　　保育所・認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設等について  子育て推進課  保育担当  ☎229-3167


